
公債管理ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ 2020
R2.2 鹿児島県総務部財政課

臨時財政対策債等を除く本県独自に発行する県債については，新規の発

行を抑制することにより，県債残高を継続的に減少させることによって，

将来的には公債費負担を軽減していく必要

１．県債残高・公債費抑制への取組

（１）県債残高の抑制等
▼ メリハリをつけた社会資本の整備を推進することなどにより，県独自に発行す

る県債の残高を着実に減少

▼ 令和２年度地方財政対策における臨時財政対策債の抑制に伴い，臨時財政対策

債等を含む県債残高についても減となる見込み

※ 「臨時財政対策債等」‥ 臨時財政対策債と H19以降発行した減収補塡債
「臨時財政対策債」‥‥ 地方交付税の振替として各地方公共団体が発行することとされて

いる地方債であり，後年度 100%交付税措置される
「減収補塡債」‥‥‥‥ 地方財政制度上，地方税の急激な減収に伴う財源不足額に対応す

るため，各地方公共団体が発行することとされている地方債であ
り，後年度 75%交付税措置される

（２）県債の加重平均利率の低下(H28:0.86%→ H29:0.76%→ H30:0.66%)

２．安定的な資金の調達等

（１）資金調達手段の多様化の推進
（２）全国型市場公募地方債の積極的な活用
（３）積極的なＩＲ活動の実施
（４）市場公募地方債の満期一括償還に備えた基金積立て

公 債 管 理 の 基 本 方 針

＜県債発行額及び県債残高等の推移＞ （単位：億円）

区分

元 金 償 還 額 A 1,152 870 1,142 843 1,126 814

新 規 の 県 債 発 行 額 B 980 608 1,042 723 1,018 734

県債残高への影響額 C=B-A △ 171 △ 262 △ 101 △ 120 △ 108 △ 80

年 度 末 残 高 16,014 10,726 15,913 10,606 15,805 10,526

うち臨時財政
対 策 債 等 を
除く

R2
（当初）

うち臨時財政
対 策 債 等 を
除く

H３０
（決算 ）

R1
（3月補正後）

うち臨時財政
対 策 債 等 を
除く

年度
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１．県債残高・公債費抑制への取組
（１）県債（新規発行分）の推移

○ 新規の県債発行額を抑制
メリハリをつけた社会資本の整備の推進等により，新規の県債発行額について抑制基

調を維持

※１ H30までは決算額，R1は 3月補正後予算額，R2は当初予算額（一般会計）
※２ 予算ベースでの県債発行額は，予算上の事業が後年度へ繰り越される可能性があるため，決算額と異なる

場合がある
※３ H23,H25,H26は国の経済対策で創設した基金等の活用により，県債発行額を抑制

（２）公債費の推移

○ 新規の県債発行抑制 → 将来の公債費負担を抑制
ただし，公債費は当面高水準で推移

※１ H30までは決算額，R1は 3月補正後予算額，R2は当初予算額（一般会計）
※２ H27は口蹄疫対策地域活性化基金設置事業に係る償還金 100億円を含む
「公債費」 … 地方公共団体が借り入れた地方債の毎年度の元利償還（返済）金，一時借入金利子及び

満期一括償還方式の県債に係る償還財源積立金の合計
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（３）県債残高の状況

○ 臨時財政対策債等を除く令和２年度末の県債残高

→ ８０億円減少見込（17年連続減少）

※１ H30までは決算額，R1は 3月補正後予算額，R2は当初予算額（一般会計）
※２ （ ）は，臨時財政対策債等を含んだ元金償還額と県債発行額

※１ H30までは決算，R1は 3月補正後予算，R2は当初予算ベース（一般会計）
※２ は，対前年度増減額

※３ （ ）は，臨時財政対策債等を含んだ県債残高

県債発行－元金償還＜０の場合，県債残高は減少

(16,447) (16,329) (16,185) (16,014) (15,913) (15,805)

11,535 11,273
10,988 10,726 10,606 10,526

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2

（億円）

県債残高の状況
（臨時財政対策債等を除く）

△２６２
△２８５

△８０△１２０

△１１８
△１４４

△１０１ △１０８

△２６２

△１７１

(1,145) (1,128) (1,152) (1,142) (1,126)

(1,027)
(985) (980)

(1,042) (1,018)

925 889 870 843 814

663
604 608

723 734

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H28 H29 H30 R1 R2

（億円） 元金償還額と県債発行額の比較
（臨時財政対策債等を除く）

△２８５ △２６２
△１２０△２６２

発行償還発行償還 発行償還 発行償還 発行償還

△８０

- 3 -



＜参考＞

※１ 一般会計決算額

※２ （ ）は，県債残高（全体）に対する交付税措置率〔単位：％〕（H15～ H16は，NTT債の影響を除く）

＜参考＞

公的資金の補償金免除繰上償還による利子軽減額

平成 19年度から平成 24年度にかけて，高利の公的資金の補償金免除繰上償還を実施
することにより，利払いコストを軽減。

【本県の利子軽減額】

実 施 年 度 金利 繰上償還額 利子軽減額

平成 19年度 29.1億円 △ 276百万円

平成 20年度 金利６％以上 36.7億円 △ 207百万円

平成 21年度 12.4億円 △ 233百万円

平成 22年度 3.3億円 △ 52百万円
金利５％以上

平成 24年度 2.4億円 △ 30百万円

計 △ 798百万円
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4,507 
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（４）県債残高の状況（借入先別，利率別）

○ 日本銀行のいわゆるマイナス金利政策の影響により金利が

低位で推移していること等から，加重平均利率が低下

㉘0.86% → ㉙0.76％ → ㉚0.66％

1.0％以下

69.4%
(11,111億円)

2.0％以下

11.6%
(1,852億円)

2.5％以下

1.4%
(227億円)

3.0％以下

0.1%
(13億円)

4.0％以下

0.1%
(19億円)

1.5％以下

17.4%
(2,792億円)

利率別県債残高の状況

一般会計
平成30年度末

県債残髙
16,014億円

加重平均利率→0.66％

財政融資資金

17.5%
(2,803億円)

旧郵便貯金資金

0.8%
(138億円)

旧簡易生命保険資金

3.6%
(574億円)

地方公共団体

金融機構資金

8.6%
(1,377億円)

市場公募債

37.6%
(6,018億円)

市中銀行

25.7%
(4,115億円)

その他金融機関等

5.9%
(944億円)

公的資金

30.8%
(4,937億円)

民間等資金

69.2%
(11,077億円)

その他

0.3%
(45億円)

借入先別県債残高の状況

一般会計
平成30年度末

県債残髙
16,014億円
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２．安定的な資金の調達等
（１）県債資金調達の現状

○ 各資金の特色を踏まえたバランスのよい資金調達を実施

※１ H30までは決算額，R1，R2は現時点の見込み額
※２ （ ）は借換債発行額で内数

（２）県債資金調達の考え方

① 発行時期の平準化と機動的な借入

② 発行年限の多様化
③ 機関投資家等への積極的なＩＲの実施

▼ 発行時期の平準化と機動的な借入
→ 年間を通じた資金需要の動向を勘案しながら，市場公募債の活用などによ
り，発行時期の平準化を図る。

→ 金利動向やキャッシュフローの状況を見極めた機動的な資金調達（銀行等
引受資金）により，公債費負担の軽減を図る。

▼ 発行年限の多様化
→ 債券の需給動向，投資家ニーズ等を踏まえつつ，金利コストや金利変動リ
スクを勘案しながら，適切な年限構成により資金調達を行う。

▼ 積極的なＩＲの実施
→ 行財政改革の成果等を機関投資家へ十分説明することにより，本県地方債
に対する信認の維持・向上を図る。

560 421 516 372 230 237 165 161 133 102 151
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293 400
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1,568
(311)

1,669
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(633)
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0

500

1,000

1,500

2,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

その他
銀行等引受資金
市場公募資金
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（３）資金調達手段の多様化

○ 長期的･安定的な資金である市場公募地方債を積極的に

活用

※ 住民参加型市場公募地方債の発行については，今後の市場環境などを踏まえて検討

＜参考＞ 地方債資金の区分

※ 地方債のあらまし（地方債制度研究会編）等を基に加筆修正

地方債資金
（国内資金）

全 国 型
市場公 募地 方債

民 間 等 資 金

国 の 予 算 等 貸 付 金

財 政 融 資 資 金

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金

個別発行分市場公募資金

住 民 参 加 型
市場公 募地 方債

共同発行分

銀行等引受資金

＜公的資金＞
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100 100

100 100 150 120

120

120

120
20

20

20 20

20 20
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820
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0
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住民参加型(ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ債)（5年債）

全国型(個別発行)（5年債）

全国型(共同発行)（10年債）
（億円）

市場公募地方債の発行額の推移
（億円）

市場公募地方債の発行額の推移

（予定）
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＜参考＞ 各資金の特色

発行 利率の
区 分 発行年限 償還方法 対 象 事 業

方式 設 定

選択 公共事業，公営住宅，
5～40年 選択 ①固定金利

災害復旧，教育施設
財政融資資金 証書 超長期（20年～）が ①元利均等 方式

等，臨時財政対策債，
中心 ②元金均等 ②利率見直し

その他
公 方式

的

資

金 選択 公共事業，公営住宅，

地方公共団体 5～40年 選択 ①固定金利 教育・福祉施設等，

金融機構資金 証書 超長期（20年～）が ①元利均等 方式 一般単独，病院・介

中心 ②元金均等 ②利率見直し 護サービス，臨時財

方式 政対策債，その他

全国型市場 5 年 又 は

証券 10年が中心 満期一括等 固定金利方式

市 公募地方債 （一部で超長期（20年

場 又は30年等））

公

民 募 地方公共団体の任意

間 資 （償還期間によって

等 金 住民参加型 5 年 等 の は借換が必要となる

資 市場公募地 証券 中期が中心 満期一括 固定金利方式 場合がある。）

金 方債

銀行等引受 証券 10年が中心 元金均等 地方公共団体

資 金 証書 満期一括等 の任意

※ 地方債のあらまし（地方債制度研究会編）等を基に加筆修正
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（４）満期一括償還に備えた基金積立て

○ 市場公募地方債（満期一括償還方式）の償還財源として，毎年度，

ルールどおりに基金積立てを実施
（㉚267.6億円，①280.8億円，②292.0億円）

▼ 市場公募地方債の満期一括償還に備えた基金積立て

※ H23～H26は5年債，H27以降は5年債又は10年債として過去に発行した市場公募地方債の一部を償還
※ 表示単位未満を四捨五入しているため，単純合計が一致しない場合がある

＜参考＞ 発行額３００億円（償還年限３０年）と仮定した場合

（毎年度１０億円ずつ積立て，２回借換）

300
200

100

100

100

100
0

100

200

300

400

新規発行時 10年目 20年目 30年目

県債管理基金取崩額

借換債発行額

（億円）

新
規
発
行

県
債
発
行
額
（
償
還
額
）

満期一括償還方式の償還方法等

償還額300

償還額200

償還額100
借換

借換

10
20

30
40

50
60

70
80

90

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

0

20

40

60

80

100

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

単年度積立額

前年度までの積立累計額

（億円） 満期一括償還のための償還財源積立て

※ 300億円/30年＝10億円

年
目
に
百
億
円
取
崩
し

※ 11年目以降も同様に，毎年度10億円ずつ積立てて，10年目に全額取り崩す。

10

（単位：億円）

うち新発 H18～H28 H29 H30 R1 R2 H23～H28 H29 H30 R1 R2
H17～22債 3,350 3,350 952.5 116.6 116.6 116.9 116.9 △382.1 △116.7 △116.7 △215.0 △220.0 368.8
H23債 820 637 106.3 21.3 21.3 21.3 21.3 △20.0 － － － － 171.3
H24債 720 620 82.8 20.7 20.7 20.7 20.7 － △20.0 － － － 145.5
H25債 720 620 62.1 20.7 20.7 20.7 20.7 － － △20.0 － － 124.9
H26債 820 720 54.2 27.1 27.1 27.1 27.1 － － － △20.0 － 142.7
H27債 820 453 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 － － － － △20.1 55.5
H28債 850 533 － 25.1 25.1 25.1 25.1 － － － － － 100.4
H29債 820 487 － － 21.1 21.1 21.1 － － － － － 63.2
H30債 720 387 － － － 12.9 12.9 － － － － － 25.8
R1債 820 335 － － － － 11.2 － 11.2
合計 10,460 8,141 1,273.0 246.5 267.6 280.8 292.0 △402.1 △136.7 △136.7 △235.0 △240.1 1,209.2

償　還　分
区分 発行額 合計

積　立　分
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（５）県債（地方債）の償還確実性（安全性）

○ 地方債の元利金は，以下の仕組みのもと確実に償還され，

ＢＩＳ規制（※）におけるリスクウェイト０％

※ BIS規制…国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準（BIS：国際決済銀行
（Bank for International Settlements））

１ 地方債の元利償還に要する財源の確保

▼ 自らの課税権に基づいて地方税収入を確保

▼ 地方財政計画の歳出に公債費（地方債の元利償還金）を計上

▼ 公債費を含めた歳出総額と歳入総額が均衡するよう地方交付税の総
額を確保

▼ 地方交付税の算定において，標準的な財政需要額（基準財政需要額）
に地方債の元利償還金の一部を算入

地方債の元利償還に必要な財源を国が保障

２ 早期是正措置としての起債許可制度

▼ 実質公債費比率が18％以上の地方公共団体は，地方債の発行等に
当たって総務大臣等の許可が必要

【本県のH30実質公債費比率は，１２．２％】

▼ 実質赤字額が一定以上である地方公共団体は，地方債の発行等に

当たって総務大臣等の許可が必要

都道府県の場合，実質赤字額が標準財政規模の2.5％以上
【本県の場合は，実質赤字額なし】

地方債協議制度においては，地方債の信用維持等

のため，「実質公債費比率」又は「実質赤字額」

が一定水準以上となった地方公共団体は，地方債

の発行に許可を要すること等の早期是正措置を講

じている
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３ 財政の早期健全化，財政の再生

▼ 財政指標の公表による情報開示の徹底（地方公共団体の財政の健全化に関する法律）

◎ 30年度決算において，すべての指標（実質赤字比率，連結実質

赤字比率，実質公債費比率，将来負担比率）が早期健全化基準を

下回る水準

早期健全化 財政再生 30年度
基 準 基 準 決 算

備 考

実質赤字比率 実質赤字額がないことから，比率が算定さ

（一般会計等の実質赤字の比率）
3.75% 5% ―

れないため，「－」と記載

連結実質赤字比率 連結実質赤字額がないことから，比率が算

（すべての会計の実質赤字の比率）
8.75% 15% ―

定されないため，「－」と記載

実質公債費比率 ㉗14.7%，㉘13.8%
（公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率）

25% 35% 12.2%
㉙12.8%，

将来負担比率 ㉗216.2%
（地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質 400% 216.8% ㉘220.5%
的な負債を捉えた比率） ㉙219.9%

＜参考＞ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要について

○自主的な改善努力に
よる財政健全化

・財政健全化計画の策定（議会の
議決）、外部監査の要求の義務
付け

・実施状況を毎年度議会に報告し
公表

・早期健全化が著しく困難と認めら
れるときは、総務大臣又は知事
が必要な勧告

公営企業の経営の健全化

○国等の関与による確実な
再生

・財政再生計画の策定（議会の議決）、
外部監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、
同意を求めることができる

【同意無】
・災害復旧事業等を除き、地方債の起債
を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるため、償還
年限が計画期間内である地方債（再生
振替特例債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認めら
れる場合等においては予算の変更等
を勧告

財政の再生

（健
全
財
政
）

（財
政
悪
化
）

○指標の整備と情報開示
の徹底

・フロー指標：
実質赤字比率、連結実質赤字比
率、実質公債費比率

・ストック指標：
将来負担比率＝公社・三セク等
を含めた実質的負債による指標

→監査委員の審査に付し議会に報
告し公表

健全段階 財政の早期健全化

早期健全化基準 財政再生基準


